
 

 

○八千代市空家バンク実施要綱  

制定 令和 ４年 ２月１０日告示第 ２６号  

（趣旨）  

第１条 この要綱は，官民が連携して空家等の利活用を促進し，空家等の減少

並びに移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため，八千代市空家バ

ンクについて，必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 ⑴ 空家等 個人が所有する市内に存する一戸建ての住宅又は建築基準法施

行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３０条の３に規定する兼用住宅で

あって現に居住の用に供されていないもの（建築後に一度も使用されたこ

とのないものを除き，当該住宅に附属する工作物を含む。）及びその敷地

（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし，賃貸するこ

とを目的として建築されたものを除く。 

 ⑵ 所有者等 空家等に係る所有権その他の権利を有し，当該空家等の売却

又は賃貸を行うことができる者をいう。 

 ⑶ 利用者 市内への移住，定住等を目的として，空家等の購入又は賃貸を

希望する者をいう。 

 ⑷ 申込者 空家バンクに空家等に関する情報の登録を受けようとする空家

等について，当該空家等の売却又は賃貸を希望する所有者等と媒介契約（

宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第３４条の２第３項の専

任媒介契約及び宅地建物取引業法施行規則（昭和３２年建設省令第１２号

）第１５条の９第２号の専属専任媒介契約をいう。以下同じ。）を締結し

た宅地建物取引業者（宅地建物取引業法第２条第３号の宅地建物取引業者

をいう。）をいう。 

 ⑸ 空家バンク この要綱の定めるところにより，申込者から申込みを受け

て登録した空家等に関する情報を，利用者に対し紹介する制度をいう。 

（暴力団の排除） 

第３条 所有者等，申込者及び利用者は，八千代市暴力団排除条例（平成２４



 

 

年八千代市条例第２号）第２条第１号に規定する暴力団，同条第３号に規定

する暴力団員等又は同条例第９条第１項に規定する暴力団密接関係者であっ

てはならない。 

 （登録の申込み等） 

第４条 空家バンクに空家等に関する情報の登録を希望する申込者は，八千代

市空家バンク登録申込書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて，市長に

提出しなければならない。 

 ⑴ 八千代市空家バンク登録シート（第２号様式） 

 ⑵ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は，前項の申込書の提出があった場合は，速やかに，その内容につい

て審査し，登録を受けようとする空家等が次の各号のいずれにも該当しない

ものであると認めるときは，空家バンクに空家等に関する情報を登録するも

のとする。 

 ⑴ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他の法令に明らかに違反

しているもの 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか，移住及び定住の促進による地域の活性化を図

る観点から空家バンクに空家等に関する情報を登録することが適当でない

もの 

３ 前項の規定による登録を受けた空家等に関する情報の登録期間は，登録を

した日から起算して２年を経過する日の属する年度の末日までとする。 

４ 市長は，第２項の規定による登録を受けていない空家等のうち，空家バン

クに登録することが適当であると認めるものについて，その所有者等に対し，

空家バンクへの登録を勧めることができる。 

（空家等に関する情報の公開） 

第５条 市長は，第４条第２項の規定により登録することを決定した空家等に

ついて，八千代市空家バンク登録シート（第２号様式）を，市又は全国版空

き家・空き地バンクのホームページにおいて公開するとともに，縦覧に供す

るものとする。 

（登録事項の変更の届出） 

第６条 第４条第２項の規定により空家バンクに空家等に関する情報を登録さ



 

 

れた申込者（以下「登録者」という。）は，登録事項に変更があったときは，

遅滞なく，八千代市空家バンク登録事項変更届出書（第３号様式）に次に掲

げる書類を添えて，市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 変更後の内容を記載した八千代市空家バンク登録シート（第２号様式） 

 ⑵ その他市長が必要と認める書類 

（取消しの届出） 

第７条 登録者は，次の各号のいずれかに該当するときは，遅滞なく，八千代

市空家バンク登録取消届出書（第４号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

 ⑴ 所有者等が登録された空家等を除却したとき。 

⑵ 登録された空家等の売買契約又は賃貸借契約が締結されたとき。 

⑶ 所有者等と登録者との間で交わされた媒介契約が解除されたとき。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか登録者が登録の取消しを希望するとき。 

（登録の抹消） 

第８条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，空家等に関する情報

を空家バンクから抹消するものとする。 

⑴ 前条の届出書が提出されたとき。 

⑵ 空家バンクに空家等に関する情報が登録された後に，当該空家等が建築

基準法その他の法令に違反していることが判明したとき。 

⑶ 偽りその他不正な手段により登録を受けたことが判明したとき。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか，市長が適当でないと認めるとき。 

２ 前条第１号の規定にかかわらず，市長は，空家バンクに登録した後で所有

者等が空家等を除却した場合において，当該空家等に関する情報の登録を継

続することが空家等の解消に効果的であると認めるときは，引き続き空家バ

ンクへの登録を継続させることができる。 

（当事者間の交渉等） 

第９条 登録者と利用者及び所有者等との間で行う空家等に関する交渉及び売

買，賃貸借等の契約その他の行為については，当事者間で全て行うものとし，

市は直接これに関与しない。 

（その他） 



 

 

第１０条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は，公示の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第１号様式（第４条第１項）  

 

八千代市空家バンク登録申込書  

 

  年   月   日  

（宛先）八千代市長  

 

所在地  

申込者  事業者名  

代表者  

 

 八千代市空家バンクへの登録を下記のとおり申し込みます。  

１  申込みの概要  

物件の所在地 地   番：  

住居表示：  

目的行為  ☐売却   ☐賃貸   ☐売却・賃貸  

申込者の詳細 

免許証番号 
国土交通大臣免許  （    ）第       号  

千葉県知事免許  （    ）第       号  

担当者名   

電話番号  －   －  ＦＡＸ   

メールアドレス  

所有者等との契約形態  ☐  専任媒介契約    ☐  専属専任媒介契約  

契約締結年月日：    年    月    日  

 

２  添付書類  

⑴  八千代市空家バンク登録シート（第２号様式）  

⑵  その他市長が必要と認める書類  

 

 



 

 

第３号様式（第６条）  

 

八千代市空家バンク登録事項変更届出書  

 

  年   月   日   

 

（宛先）八千代市長  

 

所在地  

届出者  事業者名  

代表者  

 

 登録事項に変更がありましたので，八千代市空家バンク実施要綱第６

条の規定により，下記のとおり届け出ます。  

  

記  

 

１  登録番号  

 

２  変更内容  

 

３  添付資料  

  ⑴  八千代市空家バンク登録シート（第２号様式）  

  ⑵  その他市長が必要と認める書類  

 

 

 

 

 

 



 

 

第４号様式（第７条）  

 

八千代市空家バンク登録取消届出書  

 

  年   月   日   

 

（宛先）八千代市長  

 

所在地  

届出者  事業者名  

代表者  

 

空家バンクの登録を取り消したいので，八千代市空家バンク実施要綱

第７条の規定により，下記のとおり届け出ます。  

  

記  

 

１  登録番号     

２  取消理由  

  □所有者等が登録された空家等を除却したため。  

  

☐登録された空家等の売買契約又は賃貸借契約が締結されたため。  

契約締結に至った理由：☐空家バンク  ☐その他（      ）  

 

☐所有者と登録者との間で交わした媒介契約が解除されたため。  

 

☐その他（                         ）  

 


